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は

じ

め

に

奄
美
諸
島
の
親
族
研
究
は
日
本
復
帰
を
機
に
行
わ
れ
た
九
学
会
連
合
調
査
以

①

来
特
に
進
め
ら
れ
、
そ
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
来
た
。
そ
し
て
本
土
の

②

「
家
」
社
会

に
対

し
て
個
人

の

「
血
縁
」

を
重
視
す

る
社
会
と
か
、
双
系
的
な

③

い
し
多
系
的

な

「
ハ
ロ
ー
ジ
型
親
族
集
団
」

の
社
会

の
規
定
も
な

さ
れ
た
。
本

報
告
は
、
そ
の
よ
う
な

「
血
縁
」

を
重
視

し
、
双
系
的
親
族
集

団
を
形
成
す
る

、祉
会
組
織

に
興
味
を
感
じ
た
筆
者

が
、
昭
和
四
十
五
年
と
四
十
六
年
と
の
七
月

由督
界
島
の
親
族
組
織
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か
ら
八
月

に
か
け

て
行
な

っ
た
。
延

べ
日
数

五
十

日
間

に
わ
た
る
調
査

に
基
く

も

の
で
あ

る
。
喜
界
島
を
調
査
地
と
し
た
の
は
、
他

の
奄
美
諸
島

に
つ
い
て
は

④

〈

ヒ
キ
〉
系

の
親
族
集
団

の
報
告
が

な
さ
れ

て
い
る
が
、
喜
界
島

で
は
報
告

さ

れ

て
な
い
点

の
疑
問
と
野

口
武
徳
氏
の
御
教
示

に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
。
調
査

か
ら
〈

ヒ
キ
〉

系

の
親
族

用
語

は
島
全
域

に
存
在
す
る
事
が
確
認
出
来

た
。
本

稿

で
は
〈

ヒ
キ
〉
を
含
め
た
親
族
組
織

の
分
析
を
試
み
る
も

の
で
あ

る
。

〔注
〕

①

た
と
え
ば
、
蒲
生
正
男

「
部
落
組
織
と
親

族
組
織
」

・
関
敬
吾

「
奄
美
大

島
字
検
村
田
検
部
落
、
沖
永
良
島
和
泊
町
西
原
部
落
」

(
九
学
会
連
合
奄
美

大
島
連

合
調
査
委
編

、
『
奄
美
ー
自
然

・
文
化

・
社
会
』

一
九
五
九
)

中
根
千
枝

・

「
『
ヒ
キ
』
の
分
析
ー
奄
美
双
系
社
会

の
血
縁
組
織
ー
」

(
『
東

洋
文
化
研
究
所

紀
要
』
三
三
、

一
九
六
四
)

②

中
根
氏

(
一
九
六
四
)
、
前
掲
論
文

一
五
〇
頁
。

③

蒲
生
正
男

「
日
本
の
親
族
組
織
」

『文
化
人
類
学
』
角
川
書
店

一
九
六
七

三
二
二
頁
。

④

喜
界
島

で
は

「
チ

ュ
ヒ
チ
」
な
ど

の
よ
う
に

「
ヒ
チ
」
と
発
音
さ
れ
る
。

以
下
で
は
、
〈

ヒ
キ
〉

に
よ

っ
て
表
わ
す
事

に
す

る
。

村
武
精

一

「
日

・
琉
族
制
研
究
に
お
け
る
構
造
論

」

(
『
日
本
民
俗
学
会

報
』
五
四
、

一
九
六
七

六
頁
)

(
1
)

概

況

喜
界
島

は
奄
美
群
島

の
東
北
端
に
位
置
し
、
南
北

に
長

い
。
面
積

五
六
平
方

粁

の
小
島

で
あ
る
。
三
三
部
落

よ
り
成
り
、
人

口

一
二
、
七
二
三
人

(男

・

五
、
四
四
九
人
、
女

・
七
、
二
七
四
人
)

で
あ

る
。
地
形
は
最
も
高

い
所

で
海

抜
二
三
米

で
概
し
て
平

坦
な
隆
起
珊
瑚
礁
か
ら
出
来

て
お
り
、
耕
地
は
水
田
六

①

三
㎞
、
畑

一
、
六
七
六
㎞
で
あ

る
。
部
落

(
シ

マ
と
呼

ば

れ

る
。
)

の

起
り

に
関

し
て
は
明
確

に
は
判
明

し
な

い
が
、
そ
れ
ぞ
れ

に
異

っ
た
伝
承
を
持

っ
て

い
る
。
先
祖
が
沖
縄
か
ら
来
た
と
か
、
島
津
藩

の
武
士
が
流

さ
れ

て
来
た
と
か

言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
年
中
行
事

や
通
過
儀
礼
な
ど

の
慣
行

は
ほ
ぼ
均

一
化

し
て
お
り
、
あ

る
部
落

に
の
み
固
有
な
も

の
は
見
出
せ
な

い
。
現
在

は
行
事

・

儀
礼
を
行
う
部
落
と
行
わ
な

い
部
落
が
あ

る
が
、
そ

の
相
異
は
維
持
力

の
問
題

に
帰
因
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
部
落

の
規
模
と
他
出
者

の
増

加
に
よ
る
担

い
手
の
減
少

と
に
関
連
し

て
い
る
と
思
え

る
。
明
治
三
十
年
代

に

ま
で
、
聴
書
き

に
よ

っ
て
復
原
し

て
み

る
と
、
名

称
の
若
干

の
違
い
は
あ

る
も

の
の
、
内
容

は
同
質

で
あ

っ
た
事
が
窺
え

る
。
生
業
は
他

の

奄
、美

諸

島
と
同

様
、
旧
幕
以
来
、

キ
ビ

の
栽
培
が

中
心

で
、
製
糖

に
よ
る
収
入
が
経
済

的
支
柱

に
な

っ
て
来

て
い
る
。
個
人
資
本

に
よ
る
共
同
労
働

の
製
糖
と

い
う
形
態
は
、

馬
力
か
ら
動
力

へ
と

の
変
化
は
あ

っ
た
が
、
昭
和
三
十
年
過
ぎ

ま
で
は

一
貫

し

て
行
わ
れ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
昭
和
三
十
四
年

に
大
型
製
糖

工
場
が
完
成
す

る
と
、
様
相
は

一
変

し
た
。
自
家
製
糖

に
よ
る
黒
糖
製
造
は
殆
ん
ど
行
わ
れ
な

く
な

っ
て
、
キ
ビ
を
伐
採

し
て
工
場

へ
売

り
渡
す
形

に
な
り
、
イ
ー
タ
バ
と
呼

ば

れ
た
伝
統
的
な
製
糖

の
共
同
労
働
形
態
は
見

ら
れ

な
く
な

っ
た
。

水
稲
栽
培
は
、
北
部

の
山
手
部
落

で
は
現
在

も
二
期
作

が

行

わ

れ
て
い
る

が
、
他
の
部
落

で
は
作
ら
れ
て
な
い
。
昭
和
三
十
年
代

ま
で
は
、
祭
日
用

に
全

島
的
に
作

ら
れ

て
い
た
。
甘
藷
は
主
食
と
し

て
作
ら
れ
て
い
た
が
、
キ
ビ
販
売

な
ど

に
よ
る
収
入
が
安
定
し
て
来
て
か
ら
米
が
主
食

に
な
り
、
現
在
は
僅

か
作

ら
れ

て
る
の
み
で
あ

る
。
生
産
暦
を
簡
単

に
述

べ
る
と
、

キ
ビ

の
伐
栽
が

一
月
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か
ら
五
月
頃
ま

で
、
稲

の

蝋
期
作
が
五
月
か
ら
七
月
、

二
期
作
が
八
月
か
ら
十

月
。
キ
ビ

の
植
付
け
が
五
月
と
九
月

に
行
わ
れ
る
。
現
在
稲
を
栽
培
し

て
な

い

農
家

で
は
、

キ
ビ

の
刈
り
取
り
が
終
了
す
る
六
月
か
ら
翌
年

の

一
月
頃
ま
で
が

農
閑
期

で
、
男

子
の
阪
神
方
面

へ
の
出
稼
ぎ
が
盛
ん
で
あ

る
。

蝋
方
女
子
は
、

そ

の
期
間
大
島
紬

の
機
織
り

に
従
事

し
、大
き
な
経
済
的
支
え
に
な

っ
て
い
る
。

紬
織
り

は
明
治
年
間
よ
り
女
子

の
仕
事

と
し
て
続
け
ら
れ

て
来
た
が
、

昭
和
四

十
年
頃
か
ら
織

賃
が

上
昇

し
、
大
き
な
現
金
収
入
源
と
な

っ
て
い
る
。
親
族
組

織

に
関
し

て
は
、
〈

ヒ
キ
V

・
〈

ハ
ロ
ー
ジ
〉

・
〈

ソ
ォ
ー
デ

レ
チ
ャ
ー
〉
が

親
族
用
語
と
し

て
全
島
的
に
存
在

し
、
〈
.バ
ラ
〉
も
限
定

さ
れ
た
地
域
で
あ

る

が
存
在

し
て
い
る
。

こ
の
報
告

の
資
料
を
収
集

し
た
上
嘉
鉄
は
、
島
の
南
端

に
位
置

し
、
海
岸
に

面
し
た
、
農
村
部
と
し

て
は
最
大

の
人

口
を
有
す
。
二
七

一
世
帯

、人

口

一
、〇

九
九
人

(男

:
四
七

二
人
、
女

・・
六
二
七
人
)

で
あ
る
。
農
家

一
戸
当
り

の
耕

地
面
積
は
、

島
で
も
多

い
と
言
わ
れ
る
。
キ
ビ
栽
培
を
中
心
と
す
る
畑
作
が
主

で
、
水
田
は
皆
無
で
あ

る
。
漁
業
は
良

い
入
江

に
恵
ま
れ
た
港
が
あ

り
、
'盛

ん

で
あ

る
。
漁
船

(
三

t
未
満

の
動
力
船
)
の
保
有
数

は

一
二
隻

で
、
喜
界

町
全

体

の
保
有
数
六
四
隻

か
ら
見
れ
ば
多

い
。
漁

業
に
関

し
て
は
伝
統
が

あ
る
。
大

正

に
入
り
、
糸
満
漁
師
が

来
村
し
、
追

い
込
み
網
に
よ
る
漁
を
始

め
る
と
、
部

落
民
も
漁
法

を
修
得
し
、
ト
ビ
ウ
オ
、

サ
ガ

マ
ー
な
ど
を
捕
り
、
山
手

の
他
部

落

に
ま

で
売

り
に
出

か
け
た
。
そ
の
頃

(
大
正
七

・
八
年
)

は
、

サ
ガ

マ
i
組

合

と
呼
ば
れ
る
三
〇
人

一
組

の
も
の
が
、

一
号
組
合
か
ら
六
号

組

合

ま

で
出

来
、
相
当

の
漁
獲
高
が
あ

っ
た
と
言
わ
れ

る
。
し

か
し
大
正
十
年
を
境

に
衰
微

し
、
現
在

は
そ
の
面
影
も

な
く
、

サ
ワ
ラ
な
ど
を

一
本
釣
り

に
よ

っ
て
捕
獲
す

る
漁
法

に
頼

っ
て
い
る
。
部
落

の
景
観
は
、
北
側

の
高
さ
三
〇
米

の
崖

の
中
腹

喜
界
島
の
親
族
組
織

②

に
保
食
神
社
と

ム
ヤ
と
呼
ば

れ
る
共
同
墓
地
が
あ
り
、

一
段
低

い
所

に
部
落
共

有

の
平
坦
な
広
場
が
あ

っ
て
、
六
月
灯

・
盆
踊
り

・
八
月
踊
り

・
相
撲
な
ど

の

部
落
行
事

の
祭
場

に
な

っ
て
い
る
。
家
並

み
は
、
更

に

一
段

下

っ
た

所
に
あ

り
、
東
西

に

一
キ

ロ
米

に
わ
た

っ
て
建

っ
て
い
る
。
明
治
の
初

め
頃
は
四
十

七

③

軒

の
家
数
が

部
落

の
中
を
通

る
道
路

の
北
側

に
並

ん
で
お
り
、
分
家
が
そ

の
南

側

に
家
を
建

て
て
拡
が

っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ

は
オ
ヤ
ウ
ジ
ヤ
ー

(
親
氏
家

:
宗
家
)
と
呼
ば

れ
る
本
家
筋

の
家
が
北

側
に
多

い
事

か
ら
も
窺

え
る
。
行
政

上
、
東
、
中
、
西
の
三
組

に
分
れ
、
区
長
が

一
名
ず

っ
選
出
さ
れ
て
い
る
。
婚

姻
は
、

こ
こ
十
年
来
は
、
村
外
婚
が
多
く
な

っ
た
が
、
そ
れ
以
前
は
他
部
落

の

人
と
結
婚
が
極
端

に
少
く
、
他
部
落

の
人
と
結
婚
す
る
と
、

「
ハ
ッ
サ
ク
カ
ラ

(
酒
入
れ
の
器
)

の
腹
が
わ
れ
、

ジ

ュ
ウ

(
重
箱
)
の

ノ
リ
が
は
げ
る
。
」
と

言
わ
れ
て
、
嫌
わ
れ
た
と
言
う
。
人

口
の
島
外
流
出
は
大
正
十
年
過
ぎ

か
ら
顕

著

に
見
ら
れ
る
。
そ

の
時
期

は
丁
度

、
漁
業

の
衰
退
期
で
、
農
業

に
見
切
り
を

つ
け
た

二

・
三
男
が
出
稼
ぎ

に
島
外

へ
出
た
。
主
に
阪
神
方
面

へ
行

っ
て
、
船

乗
り
に
な
る
者
が
多

か

っ
た
。
上
嘉
鉄
は
、
家
数
が
多

い
事
も
あ

っ
て
、
島
内

で
も
伝
統
的
な
行
事

・
儀
礼

・
そ

の
他
の
慣

行
が
良
く
存
続
さ
れ

て
い
る
部
落

で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

〔注
〕

①

人
口
は
昭
和
四
十
五
年
十
月
現
在
、
面
積
、
耕
地
面
積
は
、
昭
和
四
十
六

年
版
町
勢
要
覧
に
よ
る
。

②

崖
の
中
腹
を
く
り
抜
い
た
洞
穴
で
、
そ
の
中
に
墓

(テ
ラ
と
呼
ば
れ
る
)

を
置
い
て
あ
る
共
同
墓
地
で
あ
る
。
昭
和
十
八
年
に
防
空
壕
と
し
て
使
用
さ

れ
る
た
め
に
、
中
の
墓
が
外
に
出
さ
れ
現
在
は
空
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
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い
。
全
部

で
八
個
所
あ

る
。

③

分
家

に
相
当
す
る
云
葉

は
存
在
し
な
い
。
分
家
す

る
こ
と
を

「
ヤ
ー
ワ
イ

(
家
割

り
)

す
る
。
」
と
表
現
す
る
。
詳
細

は
次
章
注
③
参
照
。

(
皿
)

親

族

組

織

ω

〈

ヒ
キ
〉

の
性
格

〈

ヒ
キ
〉
が

村
落
生
活

で
意
識
さ
れ
る
の
は
、
配
偶
者

の
選
定
、
選
挙
、
祖

先
祭
祀
や

シ

マ
ア
ソ
ビ

(祭

り
)

の
時
だ
と
言
わ
れ
る
。
配
偶
者
を
選
定
す

る

際

は
、

「
畑
を
買
う
な
ら

ア
ラ
ジ

の
付

い
た

の
を
買

え
、
嫁
を
貰
う
な
ら
〈

ヒ

キ
〉

を
見

て
貰
え
と
哩
俗
に
も
あ

る
よ
う
に
、
〈

ヒ
キ
〉

の
良
し
悪
し
が
重
要

な
規
準

に
な
る
。
〈

ヒ
キ
〉

の
良

し
悪

し
は
、
先
祖
の
行
状
、
功
績
な
ど
に
よ

っ
て
判
定
さ
れ

る
場
合
が
多
く
、

た
と
え
ば

ス
ゥ
タ
ー

(黍
横
目
な
ど

の
旧
幕

時
代

の
役
人
)
だ

っ
た
と
か
、
先
生
や
医
者
だ

っ
た
と
か
、
農
業

に
専
念

し
財

を
築

い
た
と
か

で
あ
る
。
そ
れ
が
何
世
代
か

に
わ
た

っ
て
、
子
孫

に
発

現
す
る

と
、
特
徴
的
性
格

を
付
せ
ら
れ

、
社
会
的
な
評
価
観
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
事

は
本
土

で
も
よ
く
耳

に
す

る
も

の
で
、
た
と
え
ば

東

北

地

方

の

マ

ケ
、

マ
キ
、
関
東
地
方

の
イ

ッ
ト
ゥ
、
イ

ッ
ヶ
、
西
日
本

の
ソ
ソ
、

ス
ジ
な
ど

②

を
代
表
的
な
も

の
と
し

て
あ
げ

ら
れ

よ
う
。
親
族
関
係
を
表

わ
す

タ
ー

ム
に
、

特
徴
的
性
格
を
付
け

て
、
あ
る
種

の
類
別
基
準

に
す
る
と
い

う

や

り

方

は
、

〈

ヒ
キ
〉

に
限

っ
た
事
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
そ

の
基
準
が
個
人

単

位
で
あ

る
か
家
単
位

で
あ
る
か
の
検
討

の
余
地
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

こ
こ
で

は
、
〈

ヒ
キ
〉
と
本
土

の
親
族
用
語

の
性
格
的
類
似
性
を
指

適

す

る

に
留
め

る
。
選
挙

の
時

は
、
大
き
な
く

ヒ
キ
V

を
持

っ
て

お

れ

ば

当
選
す
る
と
言
わ

れ

、
〈

ヒ
キ
〉

の
大
小
が
問
題

に
さ
れ

る
。
祖
先
祭
祀
に
お
い
て
は
、
自
分

の

先
祖
の
出

た
〈

ヒ
キ
〉

の
ウ

ヤ
ム
ト
ゥ
ヤ
ー

(
先
祖
元
家
)

の
テ
ラ

(墓
)

へ

供
物
を
上
げ

る
と
い
う
行
動
を
と
る
。
八
月
踊
り
な
ど

の

祭

り

に

は
、
〈

ヒ

キ
V

の
成
員
が
踊

っ
た
り
す
る
と
、

一
緒

に
踊
り
、
相
撲
な
ど
を
と
る
と
応
援

す
る
と

い
う
具
合

で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
生
活

の
場
面

で
見
ら
れ
る
く

ヒ
キ
V

の
構
成
原
理
に

つ
い
て
考
察
す
る
事

に
し
よ
う
。
先

に
述

べ
た
特
徴
的
性
格
を

有
す
る
く

ヒ
キ
V

(
一
般

に
〈

ス
ゥ
タ
ー
ビ

キ
〉
と
か
〈
先
生
ビ

キ
〉
と
呼
ば

れ

る
。
)
と
血
縁
関
係
が
あ
る
と
、

ア
ン

マ
ー

(
母
)

の
〈

ヒ
キ
〉

だ
か
ら
と

か
、

ア

ニ
イ
ー

(祖
母
)

の
く

ヒ
キ
V
だ

か

ら
自
分

の
〈

ヒ
キ
〉
で
も

あ
る

と

い
う
風

に
関
係
付
け

ら
れ

る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
認
知

は
、
た
と
え
ば

著
名
な
人
物

(政
治
的

に
と

か
文
化
的

に
)
が
出
現

し
た
時
な
ど

に
顕
著

に
な

さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
際
、
父
方

・
母
方
を
区
別
す

る
事
な
く
、
血
縁
関

係
が
辿
れ
る
限
り
、
関
係
付
け
ら
れ
て
、
〈

ヒ
キ
〉

だ
と
意
識

さ
れ
る

の
で
あ

る
。
潜
在
的
可
能

性
と
し
て
は
、
自
分

よ
り

一
世
代
上
で
は
父
方

.
母
方

に
二

つ
、
二
世
代
上
で
は
四

つ
と

い
う
具
合
に
2皿

(
n
は
世
代

数
)
の
系
が
考
え

ら

れ

る
。
そ
れ
ら

の
系

の
中

か
ら
、
選
択
し
て
自
分
と
関
係
付

け
た
時

に
、
〈

ヒ

キ
〉
意
識
が
顕
在
化
す

る
事

に
な
る
。
こ
の
よ
う

に
、
血
縁

関
係

を
認
知
す
る

場
合

は
、
〈

ヒ
キ
〉

は
双
系
的
性
格
を
有
す

る
と
言
え
よ
う
。

一
方
、
姓
や
固
有

の
名
前

と
か
屋
敷
名

を
付
け

て
〈
S

ビ
キ
〉

と
か
く
H
ビ

④
キ
V

と
言
う
場
合
に
は
様

子
が
異

っ
て
来
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
自
分

は
母

の

〈

ヒ
キ
〉

で
も
祖
母

の
〈

ヒ
キ
〉

で
も
な
く
、
代

々
続

い

て

い

る

「
カ
ト
ク

(家
督
)

の
く

ヒ
キ
V

に
な
る
。
」
と
か
、

「
ワ
ァ
ー

チ
ャ
ー

チ

ュ
フ
ィ
チ
ド

ー
」

(
「
我

々
は
同
じ
〈

ヒ
キ
〉
だ
よ
。
」
の
意
)
と
し

て
相
互
に
認
知

し
合

う

よ
り

固
定
化

し
た

集

団
を

形
成
す
る
時

は
、
「
父

の
〈

ヒ
キ
〉

に
入

る
。
」

と
言
わ
れ

る
。

「
ヵ
ト

ク
の
く

ヒ
キ
V

」
、

「
父

の
〈

ヒ
キ
〉
」

へ
の
所
属
と
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な

り

、

父

系

(男

系
)

を
強

調

し

て

い
る
事

が

窺

え

る

。

そ

の
事

を
事

例

1

に

よ

っ
て
考
察

し

て

み

よ
う

。

こ
れ

は

〈

ヒ
キ
〉

の
関

係

に
あ

る
人

を
あ

げ

て

貰

い
、

そ

の
系

譜

関
係

を
聴

書

き

で

系

図
化

し
た

も

の
で

あ

る

。

I
1

1
家

が

系

図

上

で

は
、

オ

ヤ

ウ

ジ

ヤ

ー

(宗

家

)

で
部

落

で
も
最

古

の
家

の

一
つ

で
あ

る
と

言

わ

れ

る
が

現

戸

主

で
何

代

に
な

る

か

正
確

に
は

判

明

し

な

い
。

各

家

の

関

係

を

見

る

と

、
現

戸

主

か

ら
六

代

前

に
ー

ー

8
家

が

、

五
代

前

に
ー

ー

4
家

が

ヤ
ー

ワ
イ

(分

家
)

し

、
更

に
ー
ー

1
家

か
ら

I

1

2
家

、

1
-

4
家

か
ら

I

i

6

・
1
-

7

家
、

I
1

8
家

か

ら

l
1

10

・
I

i

16
家

が

分

家

し

た
。

そ

し

て
ー
ー

3

、

1
-

5

・
1

1

9

・
I
1

15

・
1

-

17

・
I
1

18

・
1

-

19

の

各

家

が

、

そ

れ

ぞ

れ
図

の
如

く

に
分

家

し

た
も

の

で
あ

る

。
現

時

点

で
、

姓

を

つ
け

て
、

〈

チ

ュ
ヒ

チ
〉

と

し

て
、

固
定

化

し

た
集

団

は

、

I
1

1
家

を

宗

家

元

家

と

す

る

I

1

2

・
1

-

3

の

〈
S

ビ

キ
〉

と
ー

1

4

家

を
宗

家

と

す

る

ー

1

5

・
1
-

6

・
I

1

7

の

〈

Y
ビ

キ
〉

と

I

1

8

家

を
宗

家

と
す

る

ー

ー

9

●
I
1

0

.
I
i

1

°
I
1

3

・
1

-

4

・
I
1

5

°
I
1

6

・
I

1

116

ーム

「ー一

1

11一

1

17

・
I
i

18

・
1
-

19
の
〈
H
ビ
キ
〉

で
あ

る
。

こ
れ
ら
の
集

団
結
合

の
目
安

と
な
り
、
同
じ
〈

ヒ
キ
〉
成
員
だ
と

の
認
知

の
基
準
と
な
る
の
は
、
改
姓
前

の

姓

(
一
字
姓

の
も

の
が
多

か

っ
た
)
と
テ
ラ

(墓
)

の

所
在
地

で

あ

る
。

姓

は
、
1
-

-
家

、
I
i

4
家
、
1
-

8
家

の
宗
家

は
異
な
る
が
、

そ
れ
ら

か
ら

の
分
家
で
あ
る
各
家

は
そ
れ
ぞ
れ
宗
家

と
同
じ
姓
を
大
正
年
間
ま
で
は
殆

ん
ど

名

の

っ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。

こ
れ

は
当
地

の
ウ
ツ
シ
イ

ハ
イ
の
分
家
慣
行
と

関
連
し
て

い
る
と
言
え

よ
う
。

テ
ラ
は
す
べ
て
イ
ー
リ

ソ
ム
ヤ

(
西
の
喪
屋
)

に
あ
る
。
こ
の

ム
ヤ
と

テ
ラ
に
関
す

る
伝
承

に
よ
る
と
、

ム
ヤ
の
中

に
安
置
さ

れ
て

い
る
テ
ラ
は
、
元

々
は

一
つ
で
三
軒

の
先
祖
が

一
緒

に
納
骨

さ
れ

て
た
が

時
代

の
経
過
と
と
も

に

骨
が

一
杯

に
な
り
、

三

つ
の
テ
ラ
に
分
け
、

そ

の
配

置
も
西
側

か
ら
大
き

い
順

に
ー
ー

-
家

、
I
1

8
家

・
I
1

4
家

と
し
た
と
言

う
。

ム
ヤ
の
中
に
あ

っ
た
テ
ラ
も

、
昭
和
十

八
年

に
、
防
空
壕

と
し
て
ム
ヤ
が

使
用
さ
れ
た
為
に
外

に
出
さ
れ
た
。
そ
れ

に
伴

っ
て
、
各
家

の
テ
ラ
も
宗
家

の

マ

ナ
ヤ
デ

ラ
の
周
辺
に
置

か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中

に
あ

っ
た
時
程
明
確

で
は
な

く
な

っ
た
そ
う
だ
が
、
現
在

で
も
裏

付
け
る
事
が
出
来
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら

の

〈

ヒ
キ
〉
集
団
も
、
下
位
集
団
を
形
成
し
分
節
化

し
て
行
く
傾
向
に
あ

る
よ
う

で
、
〈
H
ビ
キ
〉

で
は
、
1
-
8
家

・
1
-

10
家

・
1
-
19
家

を
中

心
と
す
る

傾
向

に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
皿
1

12
が

死
亡
し
、
葬
式
を
出
L
た
時

に
、
I
1

8
家
よ
り
も

ー
ー

17
家

の
方
が
大
き
な
役
割
を
果
し
た
事

か
ら
、
本
家

・
分
家

の
間
柄

は
三

・
四
代
経

つ
と
次
第
に
薄
ら
い
で
行
き
、
よ
り
新
し
い
分
れ

の
関

係

に
よ
る
グ

ル
ー
ピ
ン
グ
が
生
ず

る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
事
は
、
〈
S
ビ

キ
〉

・
〈
Y
ビ

キ
V

・
〈
H
ビ

キ
〉

の
関
係
に
お
い
て
も
同
様

で
あ

っ
た
可
能
性
が

強

い
。
即
ち
、
テ
ラ
の
所
在
地
か
ら
、

元
来

は
、

I
1

1
家
を

宗
家

と
す
る

〈

ヒ
キ
〉
集

団
が
形
成
さ
れ
て
た
の
が

、
分
節
化
し

て
三

つ
の
く

ヒ
キ
V
集
団

に
な

っ
た
と
推
察

さ
れ

る
か
ら
で
あ

る
p
今
迄

の
と

こ
ろ
、
〈

ヒ
キ
V

の
関
係

を
当
地

に
居
住
す
る
戸
主

(
あ
る
時
は
家

と
し
て
扱

っ
た
)
を
中

心
に
述

べ
て

来

た
が
、
島
外
や
他
部
落

へ
の
他

出
者

(婚
出
者
も
含
む
)
、
部
落
内
婚
出
者
、

更

に
は
、
〈

ヒ
キ
V
集
団

へ
の
所

属
が
個

人
単
位

で
な
さ
れ
る
の
か
、
家
単
位

で
な
さ
れ
る
か
と

い
う
点
を
事
例
に
よ

っ
て
考
察
し

て
み
た

い
。
図

2
は
、
図

-
の
I
1
8
家

の
系
図
を
詳
細
に
し
た
も

の
で
あ

る
。
恥

(
図

-
の
皿
1
5
)

か
ら
す
る
と
、
姉
妖

、
娘

翫
亀
は
部
落
内
の
他

〈

ヒ
キ
〉

の
男
性
と
結
婚

し
た

が
同
じ
〈

ヒ
キ
〉
成
員
だ
と
言
う
。
そ
れ
ら
の
子
女

は
夫

の
〈

ヒ
キ
〉

に
な
る

き

り
の

と
も
言
う
。
A
は
長
男
A
が
戦
死
し
た

の
で
家
を
継
ぎ
異
る
く

ヒ
キ
V

か
ら
の

り
の

ゆ
り

妻
輪
と

の
間
に
三
人

の
娘
が

い
る
が
娘

は
B

・
A
と
同
じ
〈

ヒ
キ
〉
成
員
だ
と
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図2〈 ヒき 〉成員

▲ ● 〈 ヒキ〉成員(故 人は除外)
る

ら

言
わ
れ

る
。

鞠
は
島
内
他
部

落

へ
、

恥
は
鹿

児
島

へ
婚
出

し
、
A

・
A
は
大
阪

・
東
京

で

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
が

〈

ヒ
キ
〉

成
員

だ
と

言
わ
れ

る
。
妻
恥

は

　

マ

〈

ヒ
キ
〉

で
は
な
く
、
妻

の
甥
A
も

異
る
し
、
母
輪

の
生
家

の
後
継
者

(A

・

ど

ヨ　

 
残
)
祖

母
♂

の
後
継
者

(
A

・
B
)

も
異

る
と
言
わ
れ
る
。

こ
の
事

か
ら
、
距

離
的
遠
近

は
問
題
に
さ
れ
ず

、
島
内
他
部
落

で
あ
ろ
う
が

、
日
本
本
土

で
あ
ろ

う
が

く

ヒ
キ
V

成
員

で
あ
り
、
異
る
〈
ヒ
キ
〉

へ
婚
出

し
た
女

性
は
、
当
人
は

〈

ヒ
キ
〉
成

員
で
あ

る
が
、

そ

の
子
女

は
夫

の

〈

ヒ
キ
〉

に
属
す
。

異
な
る

喜
界
島
の
親
族
組
織

〈

ヒ
キ
〉

か
ら

の
妻

、
及
び
妻

の

8

σQ
づ
醇
霧

は
異
る
八

ヒ
キ
V

に
属
す
。
母

・
祖
母

(
父

の
母
)

に
関
し

て
も
同
様
で
あ

る
。
な

お
こ
の
よ
う
な
、
婚
姻
を

契
機
と
し

て
生
ず

る
〈

ヒ
キ
〉
と
〈

ヒ
キ
〉

の
関
係
を
〈

エ
ソ
ピ
キ
〉
と
呼
ん

で

い
る
。
そ
し
て
固
定
的
な
集
団

へ
の
帰
属
に
関
す

る
場
合

の
〈

ヒ
キ
〉

は
、

ユ

父
系

(男
系
)
的
性
質

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
図

2
の
A

の
場
合

(同

様
に
、
図

-
の
H
7
～
11
の
場
合
)

の
よ
う
に
、
養

予
縁
組

み
が
生
ず

る
と
、

父
系

(
男
系
)

の
血
縁

(
生
物
学
的

な
)

が
断
絶

す
る
に
も
拘

ら
ず

、

〈

ヒ

キ
〉

成
員

だ
と
い
う
事
態
が
生
ず

る
。
図

2
で
、
凶

は

母
方

の

異
な

る

〈

ヒ

ユ

　

　
ム

　

キ
〉
成
員

で
あ

る
イ
ト

コ
C

と

一
緒

に
な

っ
た
。
そ
れ
は
、
d
の
父
D
が
B
家ユ

か
ら
分
家
し
た
が
、
凶

一
人
を
残
し
家
族
全
員
が
事
故
で
死
亡
し
允
た
め
に
C

　
り

お

を
婿
養

子
に
迎
え
家
を
継

い
だ
と

い
う
。
C
自
身
は
B
と
同
じ
く

ヒ
キ
V
成
員

で
は
な

い
が
、
孫
馬

は
同
じ
で
、

そ
の
理
由

は
、
恥
家

か
ら

の
分

れ
だ

か
ら
と

言
う
。
図

-
の

旺
7
～
11
の
場
合

は
、
I
1

8
家

か
ら

V
1

1

が
分
家
し
た

が
、
V
l

l
夫
婦

に
は
子
供
が
な
く
、
1
-

12
家

か
ら
養
子
を
と

っ
て
、
あ
と

を
継
が
せ
た
も

の
で
、
I
i

8
と
は
血
縁
関
係

(
生
物
学
的
)
が

な
い
が
同
じ

〈

ヒ
キ
〉
だ
と
言
う
。
そ
れ
は
先
祖
が
I
1

8
家

か
ら
出

て
い
る
か
ら
と
も
言

う

。
こ
の
二
例
は
そ
れ
ぞ
れ
、
父
系
血
縁

・
血
縁
関
係

(生
物
学
的
)
が
存
続

し
な
く

て
も
〈

ヒ
キ
〉
成
員
だ
と

い
う
場
合
で
あ

る
。
養
子

(
両
養

子
)

に
行

く

の
は
、

「
先
祖
の
面
倒
を
見
て
、
家

を
ま
も

る
た
め
だ
。
」
と
意
識
さ
れ
て

い
る
事
が
窺
え

る
。
養

子
は
父
方

の

(
父
系

の
)

血
縁
者

か
ら

で
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
と
の
規
制
は
な
い
が

、
そ

の
方
が
よ
り
好
ま
れ

る
と
言
う
。

こ
の
二
例

の
場
合

は
、
父
方

の
ナ
バ

の
婚
家
先

へ
養

子
に
入

っ
た
も

の
で
あ
る
。
聴
書
き

に
よ

っ
て
、
婿
養
子

一
九
例

、
両
養
子

一
〇

例
を
目
下

の
所
得

て
い
る
が

い
ず

れ
も
部
落
内
養
子
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
父

の
生
家

(
父
の
兄
)

へ
の
養
子
縁
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組
が

二
例
、
母

の
生
家

へ
の
養
子
縁
組
が

七
例
、
非

血
縁
者
が

一
八
例
、
不
明

二
例
と
な

る
。

こ
の
数
字

の
上
か
ら

は
、
先
に
述

べ
た
意
識
と
は
ズ

レ
が
あ

る

事
が
窺
え
る
。
事

例

の
場
合

は
、

一
代
だ
け
女
系
或

い
は
血
縁
が
絶
え
て
も

、

次
世
代

か
ら
は
、
男
系
的
に
血
縁
が
辿
ら
れ
て

い
る
。

し
か
し
、
養
子
縁
組

の

事
例
中

、
五
例
は
男
系
を
辿

っ
て
の
〈

ヒ
キ
〉

へ
帰
属
す

る
と
言
う
場
合
が
あ

り
、
う
ち
三
例
は
、
分
家

の
家

に
見

ら
れ

る
。
先
に
見

た
二
例

の
事
例

の
場
合

は
、
〈

ヒ
キ
〉
成
員

で
あ

る
理
由

と
し
て

述
べ
た
、

「
分
れ

で
あ

る
か
ら
。」

と
か

「
出

で
あ

る
か
ら
。
」
と
い
う
観
念

か
ら
、
集

団

へ
の
帰
属

の
単
位
が

、

個

人
の
血
縁
関
係
と

い
う
よ
り
は
、
家

の
系
譜
関
係
が
優

先
さ
れ

て
い
る
と
の

解

釈
も
出
来

る
よ
う

に
思
う
。
そ
し
て
、
養
子
縁
組

に
よ
る
養
子
と
養
家
先
の

関
係
を
見

る
と

、
土
地

の
管
理
は
養
子

に
任
さ
れ
る
し
、
祖
先
祭
祀

(
盆

.
ウ

ヤ

ソ

コ
ー
な
ど
)

の
祭
祀
権

も
両
養
子

の
場
合
は
養
子
が
実
修
す

る
し
、

(
た

だ
し
婿
養
子

の
場
合
は
養
家

の
娘

で
あ

る
妻
が
行
う
が

)
墓
は
養
家

に
、
位
牌

も
養
家

の
先
祖

と

一
緒

に
記
さ
れ
る
事

な
ど

か
ら
、
養

家

に
組

み
込

ま
れ

る
性

質

で
あ

る
と
の
見
方
も
可
能

で
は
な

い
か
と
思
う
。

こ
の
観
点

か
ら
は
、
血
縁

が
擬
制

さ
れ

る
と
の
解
釈
も
成
り
立

つ
よ
う

に
思
え

る
。
し
て
み
る
と
姓
を

つ

け
て
の
固
定
化

し
た
〈

ヒ
キ
〉

集

団

へ
の

帰
属

に
関
し
て
は
、

〈

ヒ
キ
〉

は

℃
簿
臣
5
①
巴

を
構
成
原
理
と
す
る
と
は
言

え

な
い
に
し
て
も
、
父
系
(男
系

)

が

強
調
さ
れ

る
性
格

で
あ

る
と
言
え
よ
う

。
以
上
見

て
来
た
よ
う
に
、
血
縁
関

係

の
認
知
と
い
う

レ
ベ

ル
で
は
、
双
系
的

性
格

で
、
集
団

へ
の
帰
属

と
い
う

レ

ベ
ル
で
は
、
父
系

(男
系
)
的
性
格

を
、
〈

ヒ
キ
〉

は
有
す

る
と
言
え
よ
う
。

①

〔注
〕

畑

の
周
囲

に
あ
る
、
蘇
鉄

な
ど

の
生
え
た
畦

な
ど

の
未
開
墾
地
。

②

総

合
的

に
比
較
検
討
し
た
も

の
と
し
て
、
渡
辺
友
左

「
社
会
構
造

と
言
語

の
関
係

に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
②

」

(国
立
国
語
研
究
所

、

一
九
七
〇

一
六
-

一
〇

一
頁
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。

③

当
地

で
、
本
家

・
分
家

の
関
係
を
指
す

云
葉
は
存
在
し
な
い
。
分
家

か
ら

本
家

(
直
接

の
)
を
オ
ヤ

ム
ト
ゥ
ヤ
ー
と
呼
び

、
孫
分
家
か
ら
総
本
家
を
オ

ヘ

ヤ
ウ
ジ

ヤ
ー
と
呼
ぶ
。

そ
れ
ら
を
、

「
宗
家
」

・

「
親
氏
家
」
と
そ
れ
ぞ
れ

表
わ
す
事

に
す
る
。

④

姓
を

つ
け

て
呼
ぶ
場
合
、
個
人

は
そ
れ
ら
の
〈

ヒ
キ
〉

の
ど
れ

か

一
つ
に

所
属
す

る
性
質

で
あ
る
、
姓

と
し
て
は
、
栄

(栄

枝

)
、

生

(生
島

、
生

田
、
生
野

な
ど
)
、
幸
、
幸
得

、
広

(
広

瀬
、
広

岡
、
広

司
)

・
値

・
安

(安

田
)

・
前
田
、
前

岡

・
原

・
美
代

・
友

・
盛

・
富

・
西

(西

原

・

西
山
)

・
福
岡

・
福
永

・
福
村

・
説
な

ど

が

上

げ
ら
れ
る
。

こ

れ

ら

の

く

ヒ
キ
V
集
団
が
、
氏
子
集

団
な
ど

の
具
体
的
な
集
団
を
形
成
し
て
は
い
な

い
。

⑤

島
外

の
男
性

と
結
婚
し
、
部
落
に
居
住
し
た
場
合
が

二
例
、
離
婚

し
て
生

家

へ
子
供

を
連
れ

て
帰

っ
た
場
合
が

一
例
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は

い
ず
れ
も
子

供
か
ら
見

れ
ば
母

の
父

の
〈

ヒ
キ
〉

に
属
す
る
。

　②

〈

ソ

ォ
ー
デ

ン
チ
ャ
ー
V

・
〈

ハ
ロ
ー
ジ
〉

〈

ヒ
キ
〉

。
〈

エ
ソ
ビ

キ
〉

と
重
複

し
て
、

〈

ソ
ォ
ー
デ

ソ

チ
ャ
ー
V

.

①

〈

ハ
ロ
ー
ジ
〉

と

呼
ば
れ

る
親
族
関
係

(集
団
)

が

あ

る
。
〈

ソ

ォ
ー
デ

ソ
チ

ャ
ー
〉

は
、
兄
弟
姉
妹
衆
と

い
う
意
味

で
あ

る
が

、
実
際

に
使
わ
れ
る
場

合

は
、
双
方

の
オ
ジ

・
オ
バ

・
イ

ト

コ
位
い
に
ま

で
延
長
さ
れ

る
。
再
に
血
族

に
限
ら
ず

、
配
偶

者
の
兄
弟

・
姉
妹
を
も
含

む
と
も

言

わ

れ

る
。
〈

ハ
ロ
ー

ジ
V

は
そ
れ
よ
り
も
遠

い

ブ
タ
イ
ト

コ

・
ミ
イ
ト

コ
や
姻
戚
関
係

に
あ
る
異
世
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代

の
人
に
対

し
て
用

い
る
と
言
わ
れ
る
。
〈

ソ

ォ
ー
デ

ソ
チ
ャ
ー
V

は
、
日
常

生
活

で
の
援
助

や
通
過
儀

礼
な
ど
の
相
互
扶
助
的
関
係
や
キ
ビ

の
伐
採

の
際
な

ど
に
〈
イ
ー

ム
ィ
シ
ー
〉

(
結

い
)

と
言
わ
れ

る
共
労
関
係
を
結

び
易

い
、
親

密
で
気
易

い
間
柄
だ
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ

に
対

し
〈

ハ
ロ
ー
ジ
〉

は
古

い
関
係

で
、
付
き

合
い
も
薄
く
な

る
と
言
わ
れ
る
。

こ
れ
ら

の
事

か
ら
、
〈

ソ

ォ
ー
デ

ン
チ
ャ
ー
V

・
〈

ハ
ロ
ー
ジ
〉

は
、
国
αq
o
O
①艮
①
居①
山

な
、
宏
昌
傷
同
o
伍
の

概
念

で
理
解
出
来

る
性
格

で
あ
る
と
言
え

よ
う
。
〈

ハ
ロ
ー
ジ
V

に
関
し
て
は
、
喜

界
島

全
体

に

共
通
し

て
い
る
が
、
過
去

に

血
縁

や
姻

戚
関
係

の
な
い
者
同
志

が
結
婚

す
る
と
、
半
年
間
と

か
子
供
が
出
来

る
ま
で
の
期
間
を
、

「
〈

ミ

ィ
ハ

ロ
ー
ジ
〉

に
な

っ
た
。

」
と
言
う
。

こ
れ
は
新
し
く

シ
ソ
セ
キ
の
間
柄

に
な

っ

た
と

の
意

味
で
あ

る
。

イ
ト

コ
同
志
と
か

フ
タ
イ
ト

コ

:
ミ
イ
ト

コ
の
関
係

に

あ

る
者

の
結
婚

の
場
合

は
そ
う
は
言
わ
な

い
。
〈

ソ

ォ
ー
デ

ソ
チ
ャ
ー
〉

の
親

族
行
動

に
つ
い
て
簡
単

に
述

べ
る
と
、
配
偶
者
の
選
定
と

か
財
産
の
処
分
、
或

い
は
畑
を
預
け
る
よ
う

な
場
合

は
、
父
方

の
オ
ジ

・
オ
バ

の
意

見
が

母
方

の
そ

れ

よ
り
も
重
視
さ
れ

る
。
ま
た
結
婚
式

(
ド
ヂ

ソ
～
リ
)

の
迎
え
人

(
ム
ケ
ー

ラ
ー
)

・
送
り
人

(
ウ
ク
ラ
ー
)
も
父
方

の
親
族
が
優
先
さ
れ
て
選
ば
れ

る
。

こ
の
事

か
ら
、
〈

ソ
ォ
ー
デ

ソ
チ

ャ
ー
〉

と
言
わ
れ
る
。
双
系
的
な
性
質

の
親

族
関
係
者

の
中
で
も

、
権
利
義
務

の
実
際
的
関
係
に
お
い
て
は
、
双
方
が
対
等

と
い
う

よ
り
は
、
父
方
親
族

の
優
越
性
が

指
摘
出
来
よ

う
。

い

ず

れ
に
し
て

も

、
〈

ソ

ォ
ー
デ

ン
チ

ャ
ー
〉

・
〈

ハ
ロ
ー
ジ
〉

は
父
方

・
母
方
を
区
別
し
な

い
、
国
αQ
o
O
Φ導
臼
o
伍

な
性
格

で
、
国
首
黛
oユ
の
概
念

で
理
解

さ
れ
る
と
言
え

よ
う
。

そ
し
て
〈

ソ
ォ
ー
デ

ン
チ

ャ
ー
〉
が
、
親

族
行
動

に
お
い
て
は
、
よ
り

重
要

な
位
置

を
占

め
、
図
式
化
し
て
見

る
な
ら
、
親
族
関

係

の

中

核
部
で
あ

り
、
〈

ハ
ロ
ー
ジ
〉

が
そ

の
周
辺
部

で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
双
系
的

な

喜
界
島
の
親
族
組
織

構

成
の
中

で
も
、
よ
り
父
方
親
族
が

重
視
さ
れ

る
と

い
う
性
格
も
あ
わ
せ
持

っ

て
い
る
。

〔注
〕

①

〈

ハ
ロ
ー
ジ
V

の
関
係

に
あ

る
人

々
を
総
合
的

に
表

わ
す
時
、
〈

ハ
ロ
ー

ジ

ソ
チ

ャ
1
〉
と

の
言
い
方
も
な
さ
れ
る
。

②

筆
者
は
、
〈

ソ
ォ
ー
デ

ン
チ
ャ
ー
〉

・
〈

ハ
'ロ
ー
ジ
〉

の
差
を
血
族

と
姻

族
だ
と

し
て
発
表
し
た
。

(昨
年
度

・
民
族
学

・
人
類
学
逗
合
大
会
、
於
久

留
米
)

そ

の
根
拠

は
、

聴
書
き

に
よ
る

資
料
と
、

〈
ソ
ー
デ

ン
チ
ャ
ー
〉

〈

ハ
ロ
ー
ジ
〉

の
実
際

に
使
用
さ
れ
る
時

の
言
い
方

の
相
違
に
よ

っ
た
。
即

ち
、

「
〈

ハ
ロ
ー
ジ
〉
に
な
る
。
」
↓
は
言
わ
れ

る
が

「
〈
ソ
ォ
ー
デ

ン
チ

ャ
ー
V

に
な
る
。
」
と
は
言
わ
れ
な

い
事
か
ら
、
前
者
が
婚
姻
な
ど
を
契
機

と
す

る
後
得
的
性
格
で
あ

る
の
に
対
し
、
後
者

は
、
出
生
に
よ

っ
て
決
定
す

る
生
得
的
性
格

で
あ
る
と
判
断

し
た

か
ら
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
区
別
を
イ

ン
フ
ォ
ー

マ
ソ
ト
全
員
が
意
識
的

に
し

て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
更
に

検
討

の
余
地
が
あ
る
。

㈲

〈

ヒ
キ
〉

と
〈

ソ
ォ
ー
デ

ソ
チ

ャ
ー
〉

・
〈

ハ
ロ
ー
ジ
V

〈

ヒ
キ
〉

と
〈

ソ
ォ
ー
デ

ン
チ

ャ
ー
〉

・
〈

ハ

ロ

ー

ジ
〉

を
較

べ
る
と
、

「
〈

ヒ
キ
〉

は
先
祖
代

々
の
古

い
関
係

で
、
〈

ソ
ォ
ー
デ

ソ
チ
ャ
ー
〉
、
〈

ハ

P
ー
ジ
〉

は
も

っ
と
新
し

い
関
係
だ
。
」
と

い
う
事
か
ら
前
者
が
、
諺
p
8
ω8
同

O
o
導
o冨
告

な
性
格

で
後
者
が

国
σQ
o
。
o
葺
⑦
話
山
な
性
格

で
あ
る
事
が
窺
え

る
。

し
か
し
〈

ヒ
キ
〉

の
成
員

で
あ
り
、
〈

ソ

ォ
ー
デ

ソ

チ

ャ
ー
〉

・
〈

ハ
ロ
ー

ジ
〉
で
あ
る
場
合
も
あ

る
。
例
え
ば
図
1

で
、
1
-

3
に
と

っ
て
、
H
1

2
、

1
-

2
は
く

ヒ
キ
V

成
員

で
あ
り
、
〈

ソ
ォ
ー
デ

ソ

チ

ャ

ー
〉

、
皿
1

1
は



.・

〈

ヒ
キ
V
成
員

で
あ
り
、
八

ハ
ロ
ー
ジ
V

で
あ

る
。
結
局
、
固
定
化

し
た
集
団

の
〈

ヒ
キ
〉
成
員

は
、
国
αq
o
を
誰

に
し
て
も
、
集
団

の
枠

は

一
定

し
て
お
り
、

構

成
員

は
変
ら
な

い
が
、
〈

ソ
ォ
ー
デ

ン
チ
ャ
ー
〉

・
〈

ハ
ロ
ー
ジ
〉
は
、

国
αq
o
を
誰

に
す

る
か
に
よ

っ
て

(未
婚

の
兄
弟
姉
妹
以
外
は
)
、
構
成
員
は
異

な

る
。
そ
し
て
、
固
定
化

し

た
集

団

の
〈

ヒ
キ
〉

は

⇒
営

窃
8
婦
O
①口
8
話
傷

で
父
系
(
男
系
)が
強

調
さ
れ

る
性
格
、

で
あ

る
の
に
対
し
、
〈

ソ

ォ
ー
デ

ン
チ

ャ
ー
〉

・
〈

ハ
ロ
ー
ジ
V

は

国
σq
o
8
具
o霜
山
で
双
系
的
な
性
格

で
あ
る
と
言

え

る
。
血
縁
関
係
認
知
の
場
合

の
〈

ヒ
キ
〉

は
、
双
系
的
性
格
が
潜
在
的
可
能

性
と

し
て
基
盤

に
あ
り
、
系

の
選
択
が
行

わ
れ

る
と
顕
現
化
す
る
性
格

で
あ
る

と
言

え
よ
う
、
そ
し
て
く

ヒ
キ
V
が
特

に
顕
在

化
す
る
の
は
、
概
し
て
部
落

の

祭

り
と
か
祖
先
祭
祀
な
ど
の
聖
的
な
場
面
と
か
、
選
挙
な
ど

の
公
的
な
場
面
と

か
、
配
偶
者

の
選
択
と

い
う
、
集
団

の
存
続
が

問
題

に
さ
れ

る
よ
う
な
場
面

で

あ

る
の
に
対
し
、
〈

ソ

ォ
ー
デ

ソ
チ

ャ
ー
V
〈

ハ
ロ
ー
ジ
V

は
日
常
生
活
と
か

通
過
儀
礼
な
ど

の
相
互
扶
助
的
な
関
係

の
場
面

と
か
。
労
働

の
場
面
な
ど

の
世

俗
的
分
野

に
お

い
て
で
あ

る
と

い
え

よ
う
。

田

お

わ

り

に

以
上
、
上
嘉
鉄

の
親
族

組
織
を
構
成
原

理
中

心
に
述

べ
て
き
た
が
、
そ
れ

を

奄
美
諸
島

の
親
族
組
織
と

の
比
較

の
上

で
、
ど

の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か

を
考
察

し
て
、
結
び

に
代
え
た

い
。
奄
美

の
〈

ヒ
キ
〉
に
関

し
て
は
、
そ

の
双

①

系
性

・
父
系

性
を
め
ぐ

る
論
争
が
展
開
さ
れ
、

結
局
は
、

双
系
的

(
O
o
σq
ー

ロ
9膏

)
な
性
格
を
基
盤

に
し
て
い
る
と

の
見
方

で

一
致

し
た

か
の
よ
う
に
思
わ

②

れ

る
。

し
か
し
調
査
報
告

の
中

に
は
「
父
系
血
縁
集

団
」
と
規
定

し
た
も

の
も
見

ら
れ

る
。
そ
れ
程
父
系
性
が

顕
著

で
な
く
と
も
、
奄
美
大
島

・
屋
鈍
を
調
査

し

た
村
武
精

一
氏
は
、
「
慧

"
げ
ま

(
11
〈

ヒ
キ
V
筆
者

記
)
は

理

念

的

に
は

父
系
観

念
を
指
向
す

る
場
合

が
多

い
。
」
が

「
さ
ま
ざ
ま

な
具
体
的
な
場
で
③

は
、
父
方
と
母
方

双
方

の
ぼ
匹
間
で
選
択
し
て
ゆ

く
傾
向

が
強
く

み
ら
れ

る
。
」

(
一
九
七
〇
、

九
七
三
頁
)

と

か
、

徳

之

島

を

調

査

し
た
牛
島
巌
氏

は
、

祭
祀
儀
礼
、
祖
先
察
祀
、
そ
の
他

の
要
因
で
〈

ヒ
キ
〉
が
団
体
と

し
て
固
定
化

④

す

る
場
合
に
、

「
父
系

へ
の
傾
斜

を
た
ど
り
な
が
ら
も
、
ず

れ
を
み
い
出
す
。
」

(
一
九
六
七

二

一
頁
)
性
質
と
し
て
把

え
た
も

の
も
あ
る
、

一
方

父
系
性
の
存

在

を
全
く
見
出
さ
れ
な
い
も

の
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
奄
美

大
島
宇
検
村
田
検

部
落
を
調
査
し
た
関
敬
吾
氏
は
、
広
義

の
〈

ヒ
キ
〉
と
位
置
付
け

た
う
ち
で
、

「
(
〈

ヒ
キ
〉
は
)
、
父
の
父

・
父

の
母

・
母
の
父

。
母
の
母
、
お
よ
び
そ

の

⑥

血
縁

を
含
む
双
象
的
な

い
し
、
多
系
的
親
族
集
団

な
い
し
、
関
係
で
あ
る
。
」

(
一
九
五
九
、
三
三
七
頁
)

と
規
定

し
た
、

ま
た

奄
美

大
島
全
域

に
わ
た
る

調
査
と
系
図
か
ら
、
中
枝
千
枝
氏
は
、

「
『
ヒ
キ
』
は
決
し
て
父
系
、
ま
た
は

単
系
血
縁
を
意
味
す
る
」
も

の
で
な
く
、

「
一
種

の
双
系
血
縁
の
概
念
で
整
理

⑥

さ
れ

た

『
血
統
』
を
さ
す
。
」

(
一
九

六
四
、

一
二
二
頁
)
も

の

と

把

え

て

⑦

い
る
、
伊
藤
幹
治
氏
も
加
計
呂
麻
島

の
〈

ヒ
キ
〉

に
つ
い
て
、
母
方

の
血
縁
親

戚
が
含

め
ら
れ

て
い
る
事

を
指
摘
し

て
い
る
。

こ

の

よ

う

に
、
奄
美
諸
島

の

〈

ヒ
キ
〉

は
多
様
な
性
格
を
示
し
て
い
る
事
が
窺
え
る
。
上
嘉
鉄

の
場
合
も
、

発
現
す
る

レ
ベ
ル
で
、
異

っ
た
構
成
原
理
と
な
り
、
ど
ち
ら
に
重
点
を
置
く
か

に
よ

っ
て
、
様
相
が

異
な
る
慕
か
ら
、
ひ
と
え

に
地
域
的
な
差
違

に
と
ど
ま
ら

ず

、
そ

の
多
様
性

に
首
肯
出
来

る
。
上
嘉
鉄

の
場
合

は
、
固
定

化
し
た
集
団
形

成

の
際

の
〈

ヒ
キ
〉
は
、
国
目
魚
昌
臼
氏

の
報
告

し
た
加
計

呂
麻

島

の
よ
う

に
、

父
系
血
縁
集

団
と

は
規
定
出
来
な
い
が
、

そ

の
他

の
ど

の

地
域

よ
り
も

父
系

が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
く

ヒ
キ
V
系
と
く

ハ
ロ
ー
ジ
V
系



の
構
成
原
理
の
差
相
は
、
奄
美
諸
島
全
域
に
共
通
し
た
性
格
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。

〔注
〕

①

例
え
ば
、
村

武
精

唱
「
琉
球

・
奄
美

の
社
会
人
類
学
」

(
日
本
民
族
学
会

編

『
日
本
民
族
学

の
何
顧
と
展
望
』

一
九
六

六
、

二
〇
〇
頁
～

二
〇
五
頁
)

北
嘉
政

夫

「
〈

ヒ
キ
〉

の
概
念

と
〈
門
中
>
」

(都
立
大
学
社
会
人
類
学
研

究
室

『
社
』

一
-
三

・
四
号

一
九

六
七
、

八
頁
～

一
〇
頁
)
馬
淵
東

一
「
波

照
間
島
そ

の
他

の
氏
子
組
織
」

(
『
日
本
民
俗
学
会
報
』
四

一
、

一
九
六
五

九
頁
)

②

国
H。
冒
①
H
匂
゜

「
ノ

ロ
祭
祀
集
団

に
お

け

る
神
役

の
継

承
」

(
『
民
族

学

研
究
』
二
七
ー

一

一
九
六
二
、
三
八
六
頁
)

③

村
武
精

一
「奄
美
の
親
族
名
称
-
宇
検
村
屋
鈍
を
中
心
に
ー
」

(平
山
輝

男
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
、

『方
言
研
究
の
問
題
点
』
、

一
九
七
〇
)

④

牛
島
巌

「奄
美
群
島

・
徳
之
島
に
お
け
る
祭
祀
団
体
と
親
族
組
織
」

(都

立
大
学

『社
会
人
類
学
研
究
会
報
』
四
、
一
九
六
七
)

⑤

関
敬
吾
、
前
掲
書

⑥

中
枝
千
枝

前
掲
書

⑦

伊
藤
幹
治

「
奄
美
の
神
祭
ー
加
計
呂
麻
島
ノ
ロ
神
事
調
査
報
告
」

(
『国

学
院
大
学
日
本
交
化
研
究
所
紀
要
』
三
、

一九
五
八
、
)

(埼
玉
県
浦
和
市
領
家
二
ー
四
-

一
九
)
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